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私
は
右
の
様
な
題
目
で
本
間
講
演
す
る
御
約
束
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
元
來
經
濟
學
の
方
面
は

全
く
素
人
で
あ
り
ま
し
て
斯
う
云
ふ
問
題
を
學
理
的
に
取
扱
ふ
査
格
は
全
く
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。

但
、
平
常
、
支
那
の
古
書
に
親
む
機
會
が
多
く
、
且
つ
經
・
濟
の
方
も
素
人
で
は
あ
り
ま
す
が
頗
る
興

味
を
有
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
二
三
、
目
に
ふ
れ
た
閉
係
査
料
を
書
留
め
て
お
い
た
事
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
本
日
は
そ
れ
を
御
紹
介
す
る
つ
も
り
で
右
様
の
誰
淡
題
目
を
掲
げ
た
次
第
で
あ
ｈ
↓
ま
す
。

借
支
那
古
代
の
物
憤
調
節
策
と
一
の
り
ま
す
が
・
箕
は
訓
節
策
の
殆
ど
全
部
に
亙
っ
て
庇
く
御
話

す
る
と
い
ふ
鐸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
此
虚
で
私
の
叩
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
主
と
し
て
平
雑
、
敵

散
・
と
瀞
す
る
穀
償
調
節
の
一
方
法
で
、
そ
の
時
代
も
主
ご
し
て
春
秋
戦
國
か
ら
漢
代
に
亘
る
間
即

支
那
古
代
の
物
偵
調
節
乗
に
つ
い
て
七
一

那
古
代
の
物
債
調
節
策
に
つ
い
て

(－）

｣
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間
、
史
記
悪
三
十
）
平
準
書

⑤
、
漢
書
（
巻
廿
四
食
貨
志

仙
蝋
鐵
茜
漢
桓
寛
撰
巻
一
’
二
、
本
義
、
鈷
確

側
、
孟
子
梁
悪
王
上
締

こ
の
李
糀
敏
散
法
の
意
義
は
後
で
詳
し
く
巾
述
べ
ま
す
が
、
こ
れ
は
後
に
起
っ
て
来
る
庭
の
術

卒
倉
や
卒
準
、
均
輪
の
法
な
ど
尚
も
噸
る
密
接
な
側
係
に
立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
勢
ひ

之
等
の
那
柄
に
も
説
き
及
ぼ
す
事
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

借
亦
こ
の
方
面
の
材
料
は
可
な
り
多
い
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、
一
に
ま
と
ま
っ
た
詳
し
い
も
の

は
古
い
庭
で
は
不
幸
に
し
て
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
ｃ

今
此
庭
に
寡
聞
な
私
の
見
聞
し
た
庭
を
め
げ
ま
す
と
、
左
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。

仰
、
周
職
悪
十
五
）
地
官
大
司
徒
（
泉
府
の
畦

②
、
管
子
（
山
國
軌
、
國
畜
、
山
至
．
数
、
軽
重
等
の
諸
締
）

支
邪
古
代
の
物
慨
調
節
策
に
つ
い
て
七
二

前
六
五
○
年
か
ら
二
両
年
唖
迄
の
間
に
支
那
の
一
部
に
行
は
れ
た
方
法
に
つ
い
て
御
話
す
る
の

で
あ
ト
リ
ま
す
。



側
晉
聲
巻
廿
六
）
食
貨
志

側
宋
、
鄭
樵
通
志
（
巻
六
十
三
食
貨
略

⑨
、
元
、
馬
端
臨
迩
考
（
巻
廿
ｌ
廿
二
（
市
耀
術
半
倉
の
條
）

な
ど
が
先
・
っ
普
通
の
参
考
書
で
、
そ
の
他
零
砕
な
文
献
は
先
秦
や
秦
漢
時
代
の
諸
子
両
家
の
書
を

捜
維
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

支
那
で
迩
備
最
古
の
經
濟
査
料
ご
さ
れ
て
お
る
も
の
は
御
承
知
の
如
く
春
秋
時
代
の
後
半
に

齊
桓
公
の
宰
相
と
し
て
活
躍
し
た
管
仲
（
古
宇
尭
仲
と
も
書
く
字
夷
吾
？
、
左
偲
閏
元
年
に
は
管
敬

仲
さ
あ
り
あ
遺
書
だ
と
い
は
る
酋
管
子
で
あ
り
ま
す
。

此
の
書
が
管
仲
の
手
に
な
っ
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
古
来
學
蒜
の
間
に
議
論
の
ゐ
る
虚

で
、
黄
隆
一
プ
キ
ュ
ト
に
つ
い
て
構
細
に
訓
、
へ
て
見
る
と
管
仲
以
後
に
起
っ
た
歴
史
上
の
出
来
事
や

ら
感
想
や
學
説
な
ど
が
殆
ど
随
所
に
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
現
存
の
形

の
ま
画
の
管
《
十
は
渓
し
て
管
仲
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
は
云
へ
な
い
。
併
し
漢
代
以
後
管
子
は

支
那
古
代
の
物
価
調
節
莱
膵
や
い
て
七
三

(二）
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私
が
こ
の
講
演
材
料
と
し
て
前
に
塞
げ
た
管
子
の
諸
鯆
も
か
ぁ
る
課
で
管
仲
の
手
に
な
っ
た

も
の
か
ど
う
か
ど
う
か
明
か
で
な
い
。
否
、
む
し
ろ
私
は
之
等
の
諸
筋
に
現
は
れ
た
思
想
は
支
那

に
於
け
る
經
濟
現
象
の
發
逹
の
歴
史
か
ら
見
て
戦
國
末
か
ら
秦
漢
時
代
の
も
の
（
前
三
四
世
紀
以

後
）
で
な
い
か
と
考
へ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

で
あ
る
。

支
那
古
代
の
物
価
調
節
策
に
つ
い
て
七
四

管
仲
の
通
番
と
し
て
僻
へ
ら
血
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
全
然
之
を
管
仲
に
關
係
な
し
ご
見
る
の

も
除
り
に
測
断
突
飛
で
あ
る
と
い
ふ
郡
か
ら
、
そ
の
中
の
一
部
分
は
少
く
ご
“
も
管
仲
の
思
想
で
あ

る
が
、
後
人
の
改
宜
増
袖
し
た
部
分
も
頗
る
多
い
も
の
だ
と
い
ふ
風
に
多
く
の
學
者
は
考
へ
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
ど
の
部
分
が
管
仲
の
原
文
で
ど
の
部
分
が
後
人
の
手
に
な
っ
た
か
と

い
ふ
率
に
な
る
と
殆
ど
見
當
が
つ
か
ぬ
と
い
ふ
有
様
で
あ
り
ま
す
。
司
馬
遜
は
史
記
の
管
晏
列

傳
の
饗
で
吾
読
二
管
氏
、
牧
民
、
山
高
、
乘
馬
輕
重
九
府
、
及
晏
子
春
秋
｝
な
ど
画
い
っ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
之
等

の
諸
備
は
少
く
ど
も
司
馬
遜
時
代
か
ら
完
全
に
傳
は
っ
て
来
た
も
の
で
な
い
ご
か
い
ふ
學
者
も

あ
る
が
、
而
か
も
之
等
の
諸
締
の
中
に
す
ら
、
管
子
以
後
の
出
来
事
や
思
想
が
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
の

だ
か
ら
全
く
以
て
何
庭
迄
が
管
仲
の
手
に
な
っ
た
変
物
か
ご
い
ふ
事
は
見
當
が
つ
き
兼
ね
る
課

１
Ｌ
Ｉ
Ｌ
■
１
回
Ｉ
ｂ
Ｉ
且
９
Ⅱ
■
Ｉ
Ｉ
Ｆ
ｌ





1

1

、
Ｊ
、

、
と
、
刀

な
ど
い
へ
る
は
財
貨
の
分
配
の
不
平
均
や
、
生
産
品
の
数
簸

い
た
も
の
で
あ
る
。

乃
で
之
等
の
物
債
高
低
の
原
因
↓
ど
國
家
の
一
力
で
人
徳
的
に
排
除
す
る
方
法
さ
し
て
敬
散
法
と

い
ふ
も
の
を
説
い
て
ゐ
ろ
。
乃
ち
、

と
か
、
或
は

夫
民
行
し
像
。
則
輕
レ
之

倣
二
祇
之
麺
以
輕
。
散
一

（
以
上
巻
廿
二
、
國
蓄
篇
〉

則
輕
し
之

幣
重
而
謝
物
輕
。
敬
二
斑
物
↓
雌
し
之
以
レ
幣
・
闘
物
重
十
垣
廿
二
巻
山
剛
軌
）

道
有
二
餓
民
聖
幽
萱

歳
適
美
。
則
市
雑
無
し
予
需
錐
以
）
〔
者
〕
。
而
狗
錠
食
一
人
食
至
歳
適
凶
。
則
市
雑
。
釜
十
繩
。
而

支
那
古
代
の
物
偵
調
節
策
に
つ
い
て
七
六

歳
有
囚
穣
垂
故
穀
右
二
黄
賤
幸
介
布
二
緩
急
兎
故
物
有
二
輕
重
型
然
而
人
君
不
し
能
し
浩
。
故
使
下
蓄
寅
辨
レ

市
．
乘
二
民
之
不
で
給
・
百
噸
倍
共
本
上
）
（
巻
廿
二
、
脳
蓄
縮
）

・
故
人
満
倣
レ
之
以
純
。
不
足
重
し
之
。
故
人
蒋
散
レ
之
以
薮
。

○
○
○
つ
う
・
○
Ｃ
Ｏ
○
○
つ
○
○
○
．
○
つ

輕
・
敵
方
之
討
以
重
。
故
君
必
打
一
什
信
之
利
毛
而
財
之
概
。
可
二
得
而
李
一
也
。

『

の
多
少
が
物
償
を
左
右
す
る
事
を
説

､



な
ぎ
い
ふ
の
が
そ
れ
で
、
此
庭
に
砿
と
あ
る
の
は
即
事
昔
旨
の
の
事
で
諺
悶
黙
の
あ
る
部
分
か
ら
漢
代

の
均
輸
卒
準
な
ど
い
ふ
法
が
生
れ
た
の
で
あ
る
・

之
に
よ
る
と
管
子
の
若
若
は
需
給
の
關
係
や
貨
幣
の
数
量
等
が
物
慨
の
高
低
を
左
右
す
る
と

い
ふ
經
濟
上
の
原
則
を
知
っ
て
之
を
應
用
し
て
物
価
の
調
節
を
岡
つ
た
も
の
で
ゐ
る
。

借
て
此
の
管
子
の
敏
散
法
に
類
似
の
方
法
が
周
職
に
も
見
え
て
お
る
・

周
愁
は
周
初
（
前
一
三
一
二
は
間
建
國
の
年
↓
と
せ
ら
る
）
に
國
祀
武
王
發
尻
《
弟
、
周
公
旦
が
創
設
し

た
周
制
を
記
録
！
”
》
た
も
の
亡
な
っ
て
ゐ
る
が
、
之
も
肌
る
怪
し
い
書
物
で
近
来
は
早
く
と
も
戦
國

時
遅
け
れ
ば
前
漢
丞
劉
歌
面
製
作
だ
ご
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
乃
ち
周
職
の
地
官
大
司
徒

良
治
、
教
育
あ
宮
厩
に
泉
府
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
こ
の
役
所
は
市
の
征
布
を
司
ど
り
市
貨
の
朧
鯉

ざ
る
も
の
需
堂
を
時
憤
で
頁
上
げ
て
、
之
を
一
般
公
衆
に
掲
示
し
て
以
っ
て
稀
要
恭
の
求
に
雁
ず

ろ
職
務
を
有
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
（
間
職
巻
十
五
地
宮
司
徒
泉
府
の
條
を
兄
よ
）

若
果
し
て
周
潅
が
周
初
の
制
度
だ
と
す
る
と
、
管
子
の
敏
散
法
は
周
潅
の
泉
府
め
系
統
に
發
源

支
那
古
代
の
物
偵
調
節
紫
に
つ
い
て
七
七

、
１
１
ノ
一
一
一く

1

』

1

１
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調
節
策
と
し
一
し
採
用
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
漢
書
に
よ
る
と
爾
之
は
一
種
の
米
償
洲
節
策
と
し
て

李
哩
が
魏
國
に
資
行
し
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
即
米
憤
高
け
れ
ば
農
民
は
富
を
致
せ
ど
除
民
（
商

工
）
を
害
し
て
之
を
離
散
せ
し
む
る
。
米
慣
低
け
れ
ば
、
農
民
が
困
苦
し
て
耕
作
を
乗
つ
る
憂
が
あ

る
。
於
是
乎
、
宮
は
李
雑
法
を
設
け
て
米
侭
を
調
節
し
て
之
を
し
て
術
に
李
準
を
得
せ
し
む
る
も

の
で
あ
る
。
李
哩
の
考
に
よ
る
と
、
今
一
家
五
口
を
有
す
る
農
民
が
、
商
晦
（
古
宇
畝
あ
田
を
耕
し
、
一

晦
の
收
稚
を
一
石
竿
と
す
れ
ば
、
一
歳
の
收
入
、
百
五
十
石
と
な
る
。
之
よ
り
什
一
の
税
千
五
石
）
ど

引
き
、
一
家
五
人
の
食
料
二
人
、
月
一
石
半
，
と
す
）
九
十
石
を
去
れ
ば
、
残
す
庭
は
四
十
五
石
と
な
る
・

之
を
一
石
三
十
銭
ゞ
己
見
て
銭
に
替
ゅ
る
と
一
干
五
十
を
得
る
。
此
の
中
か
ら
春
秋
二
季
の
祭
祀

や
ら
、
年
中
行
事
の
斐
里
約
三
百
銭
）
と
一
家
族
一
年
間
の
被
服
喪
二
人
三
百
堂
と
を
合
し
た
も
の

を
差
引
く
と
‐
四
百
五
十
銭
の
不
足
を
氷
す
。
こ
の
中
に
は
一
家
の
疾
病
、
不
幸
、
死
喪
や
儒
役
の
我

な
ど
を
入
れ
て
ゐ
な
い
。
か
ぁ
れ
ぱ
米
恢
が
低
廉
で
あ
っ
て
は
、
農
民
が
術
に
困
苦
し
て
耕
作
を

勵
め
な
い
事
に
な
り
、
從
っ
君
生
産
額
の
方
面
に
影
群
す
る
か
ら
勢
、
米
憤
の
奔
騰
を
來
す
の
で
あ

る
・
価
一
‐
《
総
政
者
は
、
年
の
豊
凶
、
生
産
の
多
少
に
よ
っ
て
起
る
穀
価
の
極
端
な
る
誕
動
を
防
い
で
、

農
民
を
救
は
ね
ば
な
ら
ぬ
ざ
、
李
哩
は
考
へ
た
の
で
あ
る
。

支
那
古
代
の
物
個
調
節
策
に
つ
い
て
七
九

「
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
０
口
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
日

ｒ
０
－
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■
０
■
０
口
■
■
■
■
叩
■
ｌ
１
ｌ
１
ｄ
Ｉ
ｌ
且
■
■
■
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅶ
Ｉ
１
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支
那
古
代
の
物
価
調
節
策
に
つ
い
て
八
○

李
裡
の
考
に
よ
る
と
鼓
に
は
豊
凶
が
あ
る
、
今
豊
年
を
上
中
下
の
三
軌
に
分
ち
、
凶
年
を
大
・
小
小

の
三
磯
に
分
っ
て
、
左
の
見
砿
で
計
算
す
る
ざ
、
豊
年
に
は
穀
物
を
粗
末
に
し
て
、
凶
年
に
は
餓
革
が

途
に
浦
つ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
．

（
漢
書
で
は
上
軌
は
平
年
額
の
四
倍
の
收
稚
と
す
れ
ど
が
く
て
は
こ
の
見
積
計
算
と
合
捗
｝
ず
）

価
で
政
府
は
平
雑
法
に
よ
っ
て
、
豊
年
の
場
合
は
農
民
よ
り
米
を
買
上
げ
、
凶
年
の
場
合
に
は
之
を

テ
フ
テ
キ

貢
出
す
。
そ
の
羅
誕
寅
貿
）
の
割
合
は
年
の
豊
凶
の
程
度
に
よ
っ
て
、
異
な
り
大
磯
左
妙
如
く
に
す
る
。

下中上豊
年
の
時
の
政
府
頁
入
額

銅
一
一
如
皿
石

大中 伽
と

川
エ

fに
』

執執軌

年
三 I几’ 五

五五五
○○○
布石布

收

｜
礎
餘
一
凶
年

凶
年
の
時
の
政
府
寅
出
額

Ⅷ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
大
鱗
（
三
○
○
石
）

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
中
磯
三
○
○
石
）

二三 I几’

○○○
○○○
布石石

| 小 ‘,､ 大
「

Ｉ

０

１

１

１

磯機磯

一

年

○七三
○○○
石石石

牧

一

不
足
額

一
二
○
滴

八
○
石

五
○
打

一!
－

／



‐
下
軌
一
一
○
○
’
一
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｋ
小
磯
二
○
○
五

か
く
す
る
事
に
よ
っ
て
、
米
憤
は
自
か
ら
平
準
を
得
て
四
民
苦
む
事
な
し
。
魏
丈
侯
は
之
を
傾
内

に
施
行
し
て
富
弧
を
得
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。

尚
、
こ
の
李
哩
の
卒
雑
法
蛮
行
の
基
礎
を
な
せ
る
、
年
豊
凶
の
計
算
方
法
は
管
子
の
國
蓄
篇
悪
廿

三
中
に
、
中
歳
と
凶
歳
と
も
敏
散
の
割
合
が
出
て
ゐ
る
趨
恐
ら
く
管
子
と
李
哩
の
両
者
は
同
一
材

料
か
ら
出
た
も
の
か
と
恩
は
れ
る
。

管
子
の
敏
散
法
が
李
裡
の
卒
雑
法
と
開
係
連
絡
の
あ
る
事
は
い
ふ
迄
も
な
い
事
で
あ
る
が
、
更

に
こ
の
敏
散
李
羅
法
か
ら
瀧
代
の
常
手
倉
が
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

漢
書
の
食
貨
志
に
よ
る
ご
、
宣
帝
の
陵
五
鳳
四
年
、
前
五
四
毎
に
年
穀
が
稔
っ
て
穀
憤
が
暴
落
し

着
、
五
僕
農
民
が
基
だ
苦
ん
だ
の
で
、
時
の
大
司
農
丞
耽
毒
昌
の
戯
言
に
よ
っ
て
邊
郡
に
倉
を
築
い

て
、
穀
を
貯
え
、
穀
賤
し
き
時
は
．
そ
の
償
を
増
し
て
、
雑
入
し
て
以
て
農
を
利
し
、
穀
貴
き
時
は
慣
を
減

じ
て
羅
出
す
る
事
と
し
た
。
之
が
有
名
な
常
李
倉
の
起
源
で
あ
る
。
之
は
明
か
に
駅
毒
昌
が
管

支
那
古
代
の
物
憤
調
節
兼
に
つ
い
て
八
一

(四）
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支
那
古
代
の
物
慨
調
節
策
に
つ
い
て
八
二
、

子
や
李
哩
の
敏
散
平
雑
の
法
を
利
用
し
た
も
の
‐
で
あ
る
。
こ
の
常
李
倉
の
殺
債
平
準
法
は
趣
旨

は
善
い
が
逆
用
の
方
法
が
悪
か
っ
た
も
の
と
見
え
て
、
間
も
な
く
富
家
豪
商
の
利
用
す
る
庭
と
な

っ
て
、
細
民
農
家
は
何
。
等
の
盆
を
蕊
ろ
事
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
間
も
な
く
有
識
者
の
否
難
を
招
く

事
に
な
っ
た
。
漢
の
宣
元
の
際
の
名
士
（
太
子
太
傳
）
で
あ
っ
た
瀬
望
之
も
こ
の
常
李
倉
の
害
を
、
既

に
そ
の
始
め
に
當
っ
叉
宣
帝
の
瞳
力
説
し
た
事
が
漢
書
の
本
傳
に
見
え
、
叉
後
漢
書
劉
般
僻
に
は

明
帝
永
李
十
一
年
（
前
六
八
）
政
府
が
常
平
倉
を
置
か
ん
と
し
た
時
に
、
外
有
利
民
・
之
名
。
：
内
貧
侵
刻

百
姓
。
豪
右
因
縁
爲
姦
。
小
民
不
能
得
其
卒
ご
其
の
害
を
痛
論
し
て
お
る
。
こ
の
常
李
倉
は
唐

宋
時
代
に
降
る
と
祗
倉
さ
か
義
倉
ご
な
っ
て
備
荒
や
米
便
調
節
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
が
そ
奴
で

も
相
當
に
利
害
相
半
ば
し
た
も
の
と
見
え
て
、
朱
子
の
文
集
采
丈
正
公
文
集
）
や
馬
氏
の
通
考
な
ど

に
そ
の
弊
害
を
極
論
し
て
お
る
。

雌
後
に
漢
の
李
準
、
均
輸
法
を
の
べ
ん
。

武
帝
の
時
大
司
農
丞
、
桑
弘
羊
の
説
に
き
具
こ
の
人
は
韓
非
、
誼
錯
の
亜
流
で
刑
名
家
ら
し
い
。

(五）
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騨
鐵
論
で
そ
の
思
想
が
う
か
ぎ
は
れ
る
）
こ
の
二
法
を
行
う
て
、
物
憤
の
高
低
を
防
ぎ
歳
入
の
増
大

を
計
っ
た
。
こ
の
法
は
諸
國
に
司
農
丞
数
十
人
を
派
し
、
均
輔
官
ざ
し
、
州
郡
の
賦
税
は
、
其
地
の
豊

貨
を
以
て
之
に
充
て
し
め
、
京
師
に
平
準
官
を
世
き
て
、
そ
の
賞
を
受
け
、
之
を
匠
乏
の
州
郡
に
蒋
輸

Ｌ
、
物
慣
の
李
準
を
岡
ｂ
、
そ
の
間
に
於
て
自
か
ら
國
家
が
利
益
を
見
る
方
法
で
、
之
は
直
接
、
管
子
や

李
煙
の
方
法
と
關
係
は
な
い
や
う
で
あ
る
が
需
給
の
緩
急
、
財
貨
の
増
減
に
よ
っ
て
物
慣
の
高
低

が
左
右
せ
ら
る
国
識
に
注
意
し
、
此
の
間
の
原
則
を
巧
に
利
用
し
た
鮎
で
敏
散
、
平
雑
の
法
と
一
脈

の
相
迦
鮎
が
、
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
平
準
、
均
輪
の
法
は
既
に
管
子
の
國
蓄
篇
や
輕
重
篇
の
中
に

も
明
か
に
そ
の
方
法
が
見
え
て
お
る
所
で
、
後
来
李
淑
の
平
準
法
や
王
安
石
の
均
輸
法
な
ど
皆
、
之

か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。

支
那
古
代
の
物
価
調
節
乗
に
つ
い
て
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